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農林大学校の卒業生数の推移
期間 名称 卒業生数 期間 名称 卒業生数

大正 1 10 昭和 49 209
大正 2 18 昭和 50 213
大正 3 16 昭和 51 229
大正 4 20 昭和 52 204
大正 5 20 昭和 53 209
大正 6 20 昭和 54 218
大正 7 20 昭和 55 83
大正 8 18 昭和 56 151
大正 9 17 昭和 57 148
大正 10 21 昭和 58 121
大正 11 16 昭和 59 119
大正 12 21 昭和 60 75
大正 13 25 昭和 61 79
大正 14 20 昭和 62 100
昭和 1 18 昭和 63 101
昭和 2 38 平成 1 97
昭和 3 40 平成 2 79
昭和 4 41 平成 3 77
昭和 5 37 平成 4 92
昭和 6 38 平成 5 100
昭和 7 37 平成 6 93
昭和 8 38 平成 7 75
昭和 9 43 平成 8 119
昭和 10 32 平成 9 101
昭和 11 28 平成 10 100
昭和 12 39 平成 11 112
昭和 13 26 平成 12 118
昭和 14 24 平成 13 103
昭和 15 12 平成 14 102
昭和 16 29 平成 15 100
昭和 17 48 平成 16 99
昭和 18 51 平成 17 111
昭和 19 86 平成 18 96
昭和 20 82 平成 19 89
昭和 21 71 平成 20 92
昭和 22 69 平成 21 95
昭和 23 55 平成 22 74
昭和 24 45 平成 23 94
昭和 25 62 平成 24 97
昭和 26 50 平成 25 78
昭和 27 76 平成 26 89
昭和 28 69 平成 27 89
昭和 29 70 平成 28 87
昭和 30 71 平成 29 91
昭和 31 78 9553
昭和 32 89
昭和 33 104
昭和 34 113
昭和 35 112
昭和 36 100
昭和 37 98
昭和 38 112
昭和 39 135
昭和 40 167
昭和 41 190
昭和 42 208
昭和 43 225
昭和 44 188
昭和 45 229
昭和 46 236
昭和 47 257
昭和 48 217
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年代

明治45年
　　～昭和39年

農事試験場（農事練習生）
静岡県立農業技術員講習所
静岡県立農業技術員養成所
静岡県立農業講習所　等

昭和55年
　　～昭和62年

農林短期大学

昭和40年
　　～昭和48年

各試験場併設専門研修所
農業中央研修所
林業講習所

年代

合計

昭和63年
　　～平成10年

農林短期大学校

平成11年
　　～平成29年

農林大学校

昭和49年
　　～昭和54年

農業短期大学
林業短期大学校



 

 

静岡県立農林大学校卒業生の状況 

 

１ 卒業生の状況               （単位：人、( )：女性のうち数） 

 進 路 区 分  27年度 28年度 29年度 

進  進 学  10( 2) 6( 0) 7( 1) 

学  研 修  2( 1) 2( 1) 0( 0) 

等  進 学 等 計 ① 12( 3) 8( 1) 7( 1) 

 自 営 （農林業） ② 9( 2) 10( 1) 5( 0) 

県  農 農業法人等 ③ 31(11) 35(15) 41(13) 

 就 林 農林業団体  10( 7) 7( 1) 14( 4) 

内  業 農林業関連企業 ④ 22( 8) 16( 4) 14( 4) 

  関 公務員（農林業関連）  2( 2) 2( 0) 3( 1) 

就  連 計 ⑤ 65(28) 60(20) 72(22) 

 職 農 一般企業  2( 1) 5( 2) 4( 3) 

業  外 計 ⑥ 2( 1) 5( 2) 4( 3) 

   就 職 計 (⑤＋⑥) ⑦ 67(29) 65(22) 76(25) 

 就  業  計 (②＋⑦) ⑧ 76(31) 75(23) 81(25) 

県  外  就  職 ⑨ 1( 0) 4( 0) 1( 0) 

そ  の    他 ⑩ 0( 0) 0( 0) 2( 1) 

就  業 等  計 (⑧+⑨+⑩) ⑪ 77(31) 79(23) 84(26) 

 卒 業 者 数 計(①+⑪) ⑫ 89(34) 87(24) 91(27) 
 

 

２ 就業率等                                      (単位：人) 

就 業 内 容  27年度 28年度 29年度 

県内就農者数 ②＋③ 40 45 46 

県内農林業関連就業者数 

（卒業者に占める割合） 

②＋⑤ 

((②＋⑤)/⑫) 

74 

(83%) 

70 

(80%) 

77 

(85%) 

就業者数 

（就業希望者の就業率） 

⑧＋⑨ 

((⑧＋⑨)/⑪) 

77 

(100%) 

79 

(100%) 

82 

(98%) 

(平成30年4月1日現在) 
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農林大学校卒業生の評価 

１ 法人ヒアリング 

法人名 
ヒアリング

日時 
評価 

㈱ 
カクト・ロコ

平成 30 年

8 月 17 日 

今年 2 名採用し、大変期待している。2 年間の

養成部課程で、植物とともに生活してきた学生

は勉強ばかりの子とは違う。 

㈲ 
高橋水耕 

平成 30 年

8 月 20 日 

近年高校卒業生の採用を行っているが、２年間

栽培の勉強をしてきた農林大学校卒業生と比

較すると違いがある。 

㈱ 
とやま農園 

平成 30 年

8 月 27 日 

農林大学校卒業生を去年採用した。現場に出て

いるので仕事には慣れている。1 年目から即戦

力になるにはもう少し突っ込んだ勉強をする

と良い。 
農業組合法人

ジャパン 
・ベリー 

平成 30 年

9 月 13 日 

現在採用している農林大学校卒業生は良く働

き、イチゴの知識があるので助かっている。今

後は現場を任せるようにしていく。 
 
 
２ 基本構想策定委員会委員発言 

発言者 
委員会日時 

（開催回次）
評価 

鈴木 厚志 
（静岡県農業法

人協会会長、京丸

園㈱代表取締役）

平成 29 年 
8 月 31 日 
（第 2 回） 

農業法人が採用したい人材として、農林大学

校卒業生を非常に重要視しており人気が高

い。現に、なかなか募集しても、思ったよう

に採用できないぐらい人気がある。 

竹川 将樹 
（指導林家、 
㈱ふもとっぱら

代表取締役） 

平成 29 年 
8 月 20 日 
（第 2 回） 

農林大学校卒業生は、20 歳で一通りの林業の

技術は身つけているので、しっかりした技術

を持っているという印象は受けている。 

竹川 暢昭 
（静岡県農業高

等学校校長会会

長） 

平成 29 年 
10 月２日 
（第 3 回） 

農家の方や生産法人からは、農林大学校卒業

生は積極的で、率先してよく体が動き、本当

に粘り強く、着実に物事を進めることができ

る。そして仕事を選ばず、本当に熱意を持っ

て取り組むことができると聞いている。 
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はじめに 
 

１ 策定の趣旨 

 静岡県では、平成 25 年度に策定した「“ふじのくに”の農山村づくり（静岡県農山村

整備みらいプラン 2014-2017）」に基づき、農業用水の安定供給や生産性向上による産地

競争力の強化、地域資源の保全継承を担うコミュニティの形成と活性化を重点取組に掲

げ、地域の様々な活動と連携し、農山村づくりに取り組んできた。 

 

 このプランでは、農業農村整備事業の長期的な理念を「美しく品格のある農山村の創

造」と定め、平成 25 年度までの最初の４年間は「基礎づくり」、平成 29 年度までの４

年間は「実践的モデルづくり」の視点のもと取組を展開してきた。 

 

これまで、産地戦略の実践として基盤整備を実施してきた地区では、生産性が飛躍的

に向上し、意欲的な後継者が育成されるとともに、レタスなどの高収益作物の導入が

徐々に拡大してきている。 

また、「ふじのくに美しく品格のある邑づくり」では、県下で 122 の地域が「美しく

品格のある邑」に登録されるとともに、農山村の景観や地域の歴史・文化等の地域資源

を活用した活動を行う NPO 等の主体が設立されるなど、農山村に新たな活力が生まれて

おり、この８年間の取組は着実に成果をあげている。 

 

しかしながら、本格的な人口減少社会を迎える中、農業者の高齢化や担い手の不足、

TPP や EPA 等のグローバル化の進展や国内産地間競争の激化等により、本県の農山村は

総体として弱体化傾向にある。 

このような状況において、本県の農山村が有する「多彩で高品質な農産物の安定供給」

と「多面的機能の発揮」という重要な役割を将来に渡って持続的に維持・発展させてい

くために、農業の競争力強化と農山村社会の再生・活性化に向けた取組を、地域特性に

応じて、一体的に進めていかなければならない。 

 

 このため、美しく品格のある農山村の創造の実現に向けた「発展的取組の拡大」を行

うプランとして、この「“ふじのくに”の農山村づくり（静岡県農業農村整備みらいプ

ラン 2018-2021）」を策定する。 

 

 



 
 
２ 役割 

 このプランは、上位計画の「静岡県の新ビジョン 富国有徳の美しい“ふじのくに”

の人づくり・富づくり」、その分野別計画である「静岡県経済産業ビジョン（農業・農

村編）」並びに「美しい“ふじのくに”インフラビジョン」の実行計画として、本県の

農業農村整備事業の長期的な理念と取組の視点、政策の方向性と主な取組を明らかにす

るものである。 

また、農業農村整備事業に関わるあらゆる立場の人々、団体、機関等が、共通認識の

もとで本県の農山村のあるべき姿を描き、その具現化に向けて、協働して取り組むため

の指南書であるとともに、農業土木技術者が農村振興技術者へと発展し実践すべき行動

指針としての役割を担うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 構成と計画期間 

本プランは、本県の農業農村整備事業の「基本方針」を示すとともに、概ね 10 年間の

政策方針と、その達成に向けた平成 30 年度(2018 年度)から４年間の具体の施策方針を示

した「基本計画」により構成している。 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

〈農業・農村振興〉 
静岡県経済産業ビジョン（農業・農村編） 

〈社会基盤整備〉 
美しい“ふじのくに”インフラビジョン 

“ふじのくに”の農山村づくり 

（静岡県農業農村整備みらいプラン 2018-2021） 

静岡県の新ビジョン（総合計画） 
富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づくり・富づくり 

【分野別計画】 

農業農村整備事業の 
実行計画 

農村振興技術者の 
行動指針 

施策方針 

４年間 

基本方針 

政策方針 

2018～2021（４年間） ～2017（４年間） ～2013（４年間） 

基 

本 

計 

画 

概ね 10 年間 

長期的な理念 

多様な主体の 
指南書 



 
 

Ⅰ 基本方針 

１ 理念 

『美しく品格のある農山村の創造』 

 

かつて、幕末から明治に日本を訪れた多くの外国人は、まるで庭園のように手入れさ

れた農山村の美に深く感嘆し、「絵のように美しい」と形容した。その美しさは、自然

と人間の営みが長い年月をかけて造り上げた農山村の姿だけではなく、当時の人々の考

え方、暮らしぶりといった日本社会そのものに対する感動からおこったものであった。 

 

 「静岡県の新ビジョン 富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づくり・富づくり（静

岡県総合計画）」を目指す本県の農山村は、当時の農山村を理想像として、景観の美し

さにとどまらず、その源となる農業に勤しむ生産者と、地域の資源を保全し次世代へ継

承しようとする様々な人々の共同体意識に至る外形と内面の「農山村の美」を実現して

いくことが重要である。 

 

 人に人格があるように村にも村格があり、それは、鎮守の森や菩提寺、旧家の名主・

豪農、土地改良の水利権といわれた。村格の基準は、当時と大きく変化していると思わ

れるが、人格が、「独立した個人としての、その人の人間性」であれば、村格は、「独立

したひとつの共同体としての地域性」、「その地域固有の、共同体としてのあり方」であ

るともいえる。従って、「人格者」と言われる人がいるように、「村格者」と言われるよ

うな農山村もあるべきである。 

 

 本県の農山村がその姿を富士山のように美しく高め、世界中から憧れられ、そこを訪

れてみたい、そこの産物を手にしたい、そこで暮らしてみたいと思われるような存在と

なるためには、共同体としての農山村の社会（コミュニティ）が、地域のあり方を自ら

考え、主体的・意欲的に地域の「場の力」を最大限に活用し、その実現に取り組むとい

った力強い自律性に裏付けられた品格が必要である。 

 

 こうした考えに基づき、農業農村整備事業に関わるあらゆる人々が、農山村のあるべ

き姿を見定め、的確に対応していくための道標となる理念を「美しく品格のある農山村

の創造」とする。 



 
 

  

２ 取組の視点 

 

～ 環境・経済・社会の調和による持続可能な農山村づくり ～ 

 

農山村では、人と自然の共生が生み出す二次的な環境を基礎として、農業生産活動、

人々の生活、地域の歴史、文化が調和した独自の景観が形成されており、こうした農山

村の佇まいは、農業が持続的に行われるとともに、農山村の活力が維持、向上されるこ

とによって保全されている。 

この「農山村らしさ」は、単に視覚的な自然の姿や農業生産の場としての景観だけで

はなく、長い歴史の中で、それらを保全し継承してきた農山村の社会（コミュニティ）

が根幹となっている。 

コミュニティなくして、水田や水路、里山などの二次的な環境を継承していくことは

難しく、また、担い手への農地集積や基盤整備など、個の生産活動を発展させることも

難しい。同時に、農泊や GI（地理的表示）、産地での直売など、農産物や地域資源を活用

した経済活動を行う上でも、地域の環境や景観が重要な要素になる。 

このことから、美しく品格のある農山村の創造に向け、農山村の根幹であり、多様な

主体の協働力により構築された「社会（コミュニティ）」、人と自然との共生関係によっ

て創造・継承されてきた特色のある農山村の「環境」、地域の基幹産業として成長を続け

る農山村の「経済」が、地域特性に応じてバランスよく調和することで持続性が確保1さ

れるよう、農業・農村施策を総合的に展開していく。 

 

                                                   
1 「美しく品格のある農山村」について、前プランでは「３つの要素それぞれの持続性が確保された姿」

としていたが、本プランでは、地域特性に応じて、「３つの要素がバランスよく調和することにより

持続性が確保された姿」としている。 



 
 

 

 社 会  

 

 

農山村の社会（コミュニティ）は、農業の歴史と深く関わり、営農や水管理等の共

同作業を通じて形成され、非農家も含めた冠婚葬祭等の様々な集落活動を通じて、そ

の結びつきを強め、安定的なものとしてきた。 

しかし、農業従事者の減少や高齢化に加え、都市化・混住化の進行、就業形態の変

化、生活様式や価値観が多様化する中、地域内の地縁的な結びつきが希薄化し、農業

活動はもとより、中山間地域等においては集落活動を維持していくことも困難になり

つつある。 

 

その一方で、都市住民等を含む様々な人々の「田園回帰」志向の高まりにより、農

山村への移住や援農ボランティア等の動きが広がってきており、こうした人々が、恵

まれた交通インフラを有する本県の優位性を活かし、農山村との多様な関わりを深め、

持続可能な農山村づくりに積極的に参画することが求められる。 

 

このため、農山村での集落活動により備わった合意形成力を基本としつつ、地域住

民、行政や都市住民、外部人材や企業が主体となって、長期的な視点のもと、持続性

に富んだ豊かな暮らしを享受できる地域のあり方を自ら考え、地域の将来構想の実現

に取り組む「地域総働力」2を備えたコミュニティを形成していくことが重要である。 

 

また、コミュニティ強化に向けては、これまでの農村資源の保全管理を重視した側

面から、伝統文化の継承や教育、福祉の活動など、地縁組織として住民の暮らしに必

要な様々な活動を担う農山村の機能複合性の重視へと視野を広げ、豊かな暮らしやラ

イフスタイルを意識した取組を展開することも重要な視点である。 

                                                   
2 農業者や地域住民による「農村協働力」に、都市住民や企業等の地域外の協力を加えた「新たな力」

行政と市民のように１対１に表現される協働より先に進んだ形態。組織や立場を問わず、地域に関係

する全員が参画し、総力を挙げて地域づくりに取り組むこと。 



 
 

 

 環 境  

 

農山村の環境は、生物の多様性や眺望の良さ等によって、ゆとりと潤い、やすらぎ

に満ちた農山村固有のアメニティ（快適性）を私たちに提供している。 

アメニティの源泉となっている農山村の多様な地域資源は、そこに住む人や訪れる

人が、幸せや安らぎを感じる優れた環境を保持している。 

 

農山村が持つアメニティは、郷愁をさそう原風景といえる環境を保全あるいは復元

することのみによって実現されるものではない。恵まれた交通インフラがもたらす新

たな価値を活用し、本県らしい「豊かな自然と都市的な利便性を併せて享受できる現

代的な意義を持った農山村のアメニティ」を創出することが重要である 

 

加えて、長い歴史の中で先人たちから、自然に対する畏敬の念や災害への脅威とと

もに受け継がれてきた、大地震や豪雨に対する防災意識のもと、災害への対策が適切

に実施されていることも重要な視点である。 

 

 

 

 

 

 

 経 済  

 

農山村の基幹産業は、生産者の占める割合が小さくとも、その役割、土地利用の規

模等からみても農林業である。また、その生産活動により、特徴的で季節を感じさせ

る景観等を生み出している。 

 

本県の農業は、低コスト化や高付加価値化によって安定的かつ持続的に展開される

とともに、「食材の王国」である本県の多彩で高品質な農産物を生み出している。併

せて、恵まれた交通インフラ、富士山に代表される景観等の地域資源を活かした農商

工連携等によって地域経済をもけん引していくことが重要である。 

 

また、中山間地域等において、農業や農地・農業用施設の有する多面的機能を活用

し、時代の流れをつかんだ、農泊やジビエ、農福連携等、

新たな視点を加えたビジネスを誘発することも重要な視

点である。 
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